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国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則 

平成１６年４月１日 

達示第７５号制定 

(目的) 

第１条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成１６年達示第７０号。以下「就

業規則」という。)第２条第２項の規定に基づき、外国人研究員の就業について、必要な事項

を定めることを目的とする。 

 (外国人研究員の定義) 

第２条 この規則において外国人研究員とは、学術研究の推進を図るため、共同研究等に参画さ

せることを目的に京都大学が招へいし、大学との契約により法人の職員として雇用する者をい

う。 

 (他の規則等との関係) 

第３条 この規則及び労働契約に定めるもののほか、外国人研究員の就業に関する事項は、就業

規則の規定を準用する。ただし、同規則第９条、第１１条から第１３条まで、第１５条第１項

第３号、第２３条、第４６条及び第６４条の規定は適用しない。 

２ 外国人研究員の採用については、京都大学教員就業特例規則(平成１６年達示第７１号)第３

条第３項の規定を準用する。 

 (雇用契約の期間) 

第４条 雇用契約の期間は、１年を超えないものとし、会計年度の中途で契約する場合は、その

終期を当該年度の末日とする。ただし、この期間は、必要に応じて更新することができる。 

 (雇用年齢の特例) 

第５条 大学が特に必要と認めた場合は、就業規則第２２条第１項に定める定年年齢を超えて雇

用することがある。 

 (給与) 

第６条 外国人研究員には、次の各号に掲げる給与を支給する。 

(1) 俸給 

(2) 通勤手当 

２ 俸給の月額は、別表に掲げる額とし、雇用される者の経験及び能力に応じて決定するものと

する。 

３ 通勤手当の月額は、国立大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０号。以下

「給与規程」という。）第１８条の規定を準用して得られた額とする。 

４ 前項までに掲げるもののほか、給与の支給に関する事項については、給与規程の規定を準用

する。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から実施する。 

附 則(平成１８年達示第２６号) 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人

研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予

定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表第３

の適用については、なお従前の例による。 
  附 則（平成１９年達示第１９号） 
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１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人

研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予

定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の別表の適

用については、なお従前の例による。 

 

 

別表 外国人研究員の俸給月額表 

号 俸 及 び 俸 給 月 額 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

350,000 

円 

400,000 

円 

450,000 

円 

500,000 

円 

550,000 

円 

600,000 

円 

650,000 

円 

700,000 

円 

750,000 

円 

800,000 

円 


